
 

議案第７号 

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

る条例の制定について 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を、

別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                         加西市長 高 橋 晴 彦 

 

  



 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 44 年加西市条例第

16号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「30,000円」を「32,000円」に改める。 

別表を次のように改める。 



 

別表（第２条、第４条関係） 

区分 報酬の額（円） 旅費 

教育委員会 委員 月額 53,300  市長相当額 

監査委員 

代 表 監 査

委員 

弁護士、公

認 会 計 士

及 び 税 理

士 

月額 111,100  市長相当額 

そ の 他 の

者 
月額 89,900  市長相当額 

代 表 監 査

委 員 以 外

の委員 

弁護士、公

認 会 計 士

及 び 税 理

士 

月額 89,900  市長相当額 

そ の 他 の

者 
月額 68,600  市長相当額 

公平委員会 
委員長 年額 87,700  市長相当額 

委員 年額 71,100  市長相当額 

選挙管理委員会 

委員長 月額 36,600  市長相当額 

委員 月額 27,800  市長相当額 

臨時に補充した委員 日額 8,900  市長相当額 

農業委員会 

会長 月額 52,200  市長相当額 

副会長 月額 37,800  市長相当額 

委員 月額 35,700  市長相当額 

農地利用最適化推進

委員 
月額 26,500  市長相当額 

固定資産評価審

査委員会 
委員長及び委員 日額 8,900  市長相当額 

介護認定審査会 
委員長 日額 16,000  市長相当額 

委員 日額 13,300  市長相当額 

総合政策審議会 委員 日額 8,900  
行政職給料表８級の職務に

あるもの相当額 

人権施策推進審

議会 
委員 日額 8,900  

行政職給料表８級の職務に

あるもの相当額 

行政不服審査会 委員 日額 8,900  
行政職給料表８級の職務に

あるもの相当額 

スポーツ推進委

員会 
委員 年額 35,700  

行政職給料表８級の職務に

あるもの相当額 

その他の特別職に属する非常勤の職員 日額 8,900  
行政職給料表８級の職務に

あるもの相当額 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



 
 

 

（審議資料） 

 

特別職の給料の改正に準じ、特別職の職員で非常勤のものの報酬を改正するもの。 

区分 現行 改正案 

弁護士、医師、大学教授等の有識者 日額 上限 30,000円 上限 32,000円 

教育委員会 委員 月額 50,100円 53,300円 

監査委員 

代 表 監

査委員 

弁護士、公認会計

士及び税理士 
月額 104,500円 111,100円 

その他の者 月額 84,500円 89,900円 

代 表 監

査 委 員

以 外 の

委員 

弁護士、公認会計

士及び税理士 
月額 84,500円 89,900円 

その他の者 月額 64,500円 68,600円 

公平委員会 
委員長 年額 82,500円 87,700円 

委員 年額 66,800円 71,100円 

選挙管理委員会 

委員長 月額 34,400円 36,600円 

委員 月額 26,100円 27,800円 

臨時に補充した委員 日額 8,300円 8,900円 

農業委員会 

会長 月額 49,100円 52,200円 

副会長 月額 35,500円 37,800円 

委員 月額 33,500円 35,700円 

農地利用最適化推進委員 月額 24,900円 26,500円 

固定資産評価審査

委員会 
委員長及び委員 日額 8,300円 8,900円 

介護認定審査会 
委員長 日額 15,000円 16,000円 

委員 日額 12,500円 13,300円 

総合政策審議会 委員 日額 8,300円 8,900円 

人権施策推進審議

会 
委員 日額 8,300円 8,900円 

行政不服審査会 委員 日額 8,300円 8,900円 

スポーツ推進委員

会 
委員 年額 33,500円 35,700円 

その他の特別職に属する非常勤の職員 日額 8,300円 8,900円 

 施行日 令和８年４月１日 
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